
人
事
院

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五

に
基

人
事
院
規
則
九―

三
四

初
任
給
調
整
手
当

の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定

 
令
和
八
年
二
月
十
三
日 

人
事
院
総
裁 

川 

本 

裕 

子 

人
事
院
規
則
九―

三
四―
三
六 

人
事
院
規
則
九―

三
四

初
任
給
調
整
手
当

の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則 

人
事
院
規
則
九―

三
四

初
任
給
調
整
手
当

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た

対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分

当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分

加
え
る

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
a
 

 

 

第
一
条 

初
任
給
調
整
手
当

 

第
一
条 
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給

別
に



及
び
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当

第
十
五
条
に

お
い
て
同

の
支
給

別
に
定
め
る

場
合
を
除

規
則
の
定

 

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給

 

第
二
条 

 

２ 
 

３ 

給
与
法
第
十
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
官

職

研
究
職
俸
給
表
の
職
務
の
級
三
級
以
上
の
職
員

の
官
職
の
う
ち
科
学
技
術
に
関
す
る
高
度
な
専
門
的
知

識
を
必
要
と
す
る

に
規
定
す
る
官
職
を
除

顕
著
な
業
績
等
を
有
す
る
者
を
も

て
充

て
る
必
要

採
用
に
よ
る
欠
員
の
補
充

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も
の
と
す

定
め
る
場
合
を
除

規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

 

 

支
給

 

第
二
条 

 

２ 
 

３ 

給
与
法
第
十
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
官

職

研
究
職
俸
給
表
の
職
務
の
級
三
級
以
上
の
職
員

の
官
職
の
う
ち
科
学
技
術
に
関
す
る
高
度
な
専
門
的
知

識
を
必
要
と
す
る

に
規
定
す
る
官
職
を
除

顕
著
な
業
績
等
を
有
す
る
者
を
も
つ
て
充

て
る
必
要

採
用
に
よ
る
欠
員
の
補
充

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
人
事
院
が
認
め
る
も
の
と
す



 第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
範

 

第
三
条 

給
与
法
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第

一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員

次
に

掲
げ
る
職
員

 

一 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
官
職
に
採
用
さ
れ
た
職

員
で

採
用

に
規
定
す
る
大
学

卒
業
の
日
か
ら
三
十

に
規
定
す
る

に
お
い
て

経
た
者
に

は

 職
員
の

 

 

第
三
条 

給
与
法
第
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
初

任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員

次
に
掲
げ
る

職
員

 

一 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
官
職
に
採
用
さ
れ
た
職

員
で
あ
つ
て

採
用

に
規
定
す
る
大
学

卒
業
の
日
か
ら
三
十

に
規
定
す
る

に
お
い
て

経
た
者
に
あ
つ
て
は



の
一
部
を
改
正
す
る

に
よ
る
改
正
前
の

医
師
法
に
規
定
す
る

に
お
い
て

経
た
者
に

は

を
経
過
す
る
ま
で
の

内
に
行
わ
れ
た
も
の 

二 

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
官
職
に
採
用
さ
れ
た
職

に
規
定
す
る
医
師
免
許
証
又
は
歯
科
医

に
規
定

す
る
歯
科
医
師
免
許
証
を
有
す
る
者
に
限

で

採
用
が
経
過
期
間
内
に
行
わ
れ
た
も

の 

三 

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
官
職
に
採
用
さ
れ
た
職

の
一
部
を
改
正
す
る

に
よ
る
改
正
前
の

医
師
法
に
規
定
す
る

に
お
い
て

経
た
者
に
あ
つ
て
は

を
経
過
す
る
ま
で
の

内
に
行
わ
れ
た
も
の 

二 

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
官
職
に
採
用
さ
れ
た
職

に
規
定
す
る
医
師
免
許
証
又
は
歯
科
医

に
規
定

す
る
歯
科
医
師
免
許
証
を
有
す
る
者
に
限

あ
つ
て

採
用
が
経
過
期
間
内
に
行
わ
れ
た
も

の 

三 

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
官
職
に
採
用
さ
れ
た
職



員
で

初
任
給
の
決
定
の
状
況
を
考
慮
し

て

そ
の
採
用
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
人
事
院
が

認
め
る
も
の 

   第
四
条 

給
与
法
第
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第

一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員

第
九

条
の
職
員

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
す

 

一 
 

二 

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

前
条

に
規
定
す
る
経
過
期
間
内
に
新
た
に
第
二
条
第
一
項

員
で
あ
つ
て

規
則
九―

給
等
の

の
規
定

採
用
の
著
し

く
困
難
な
事
情
を
考
慮

人
事
院

の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
に
従

又
は
あ
ら
か

じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
俸
が
決
定
さ
れ

た
も
の 

第
四
条 

給
与
法
第
十
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
初

任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員

第
九
条
の
職

員

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

 

 

一 
 

二 
前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

前
条

に
規
定
す
る
経
過
期
間
内
に
新
た
に
第
二
条
第
一
項



に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
る
こ
と
と

職
員
及

び
当
該
経
過
期
間
内
に
新
た
に
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
官
職
を
占
め
る
こ
と
と

職
員
で
医
師
法

に
規
定
す
る
医
師
免
許
証
又
は
歯
科
医
師
法
に
規
定

す
る
歯
科
医
師
免
許
証
を
有
す
る
も
の 

第
五
条 

前
二
条
の
規
定

第
一
種
初
任

給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三

十
五
年
に
達
し
て
い
る
職
員

第
一
種
初
任
給
調

整
手
当
は
支
給

 

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
支
給

 

第
六
条 

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間

第

二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
る

に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
及

び
当
該
経
過
期
間
内
に
新
た
に
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
官
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
医
師
法

に
規
定
す
る
医
師
免
許
証
又
は
歯
科
医
師
法
に
規
定

す
る
歯
科
医
師
免
許
証
を
有
す
る
も
の 

第
五
条 

前
二
条
の
規
定

初
任
給
調
整

手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
期
間
が
通
算
し
て
三
十
五
年

に
達
し
て
い
る
職
員

初
任
給
調
整
手
当
は
支
給

 

支
給
期
間
及
び

 

 
第
六
条 

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間

第
二
条
第

一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
る
職
員
に



職
員
に

は

に
規
定
す

る
官
職
を
占
め
る
職
員
に

は
十
年

月
額
は
職
員
の
区
分
及
び
採
用
の
日
又
は
第
四
条
に
規

定
す
る
職
員
と

日
以
後
の
期
間
の
区
分
に
応
じ

た
別
表
第
一
に
掲
げ
る

一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休

業
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て

い
る
職
員

育
児
短
時
間
勤
務

職
員
等

に

は
そ
の
額
に
育
児
休

に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含

第
十
三
条
に
お
い
て
同

じ

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

あ
つ
て
は

に
規
定
す
る
官
職

を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
十
年

月
額
は

職
員
の
区
分
及
び
採
用
の
日
又
は
第
四
条
に
規
定
す
る

職
員
と
な
つ
た
日
以
後
の
期
間
の
区
分
に
応
じ
た
別
表

第
一
に
掲
げ
る

に

規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第

二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職

員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
に

児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数

育
児
休
業
法
第
二
十
三
条
第



そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数

育
児
休
業
法
第
二
十
三
条
第

二
項
に
規
定
す
る
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

第
十
三

条

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

と
い

は
そ
の
額
に
育
児
休
業
法
第
二
十
五

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の

者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で

除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

端
数

を
切
り
捨
て
た
額

場
合
に

大
学
卒
業
の
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
採
用
の
日
又

は
第
四
条
に
規
定
す
る
職
員
と

日
ま
で
の
期
間

二
項
に
規
定
す
る
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て

は
そ
の
額
に
育
児
休
業
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を

そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額

額
に
一
円
未
満

の
端
数

端
数
を
切
り
捨
て
た
額

場
合

大
学
卒

業
の
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
採
用
の
日
又
は
第
四
条
に
規
定

す
る
職
員
と
な
つ
た
日
ま
で
の
期
間
が

修
を
経
た
場
合
に
あ
つ
て
は

を
経
た

場
合
に
あ
つ
て
は

を
超
え
る
こ
と
と
な
る
第
二

条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
る
職



が

を
経
た
場
合
に

は

実
地
修
練
を
経
た
場
合
に

は

を
超
え
る

こ
と
と
な
る
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る

官
職
を
占
め
る

に
規
定
す
る
大
学

院
の
博
士
課
程
の
所
定
の
単
位
を
修
得

同

課
程
の
所
定
の
期
間
を
経
過
し
た
日
か
ら
三
年
内
の
職

員
を
除

対
す
る
同
表
の
適
用

採
用
の
日
又
は
第
四
条
に
規
定
す
る
職
員
と

日

か
ら
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
る

に
満
た
な

い
期
間

期
間
を
一
年
と
し
て
算

定
し
た

に
相
当
す
る
期
間
第
一
種
初
任
給
調
整

手
当
が
支
給

 

２ 

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員

に
規
定
す
る
大
学
院
の
博
士
課
程
の

所
定
の
単
位
を
修
得

同
課
程
の
所
定
の
期

間
を
経
過
し
た
日
か
ら
三
年
内
の
職
員
を
除

対
す
る
同
表
の
適
用

採
用
の
日
又
は
第

四
条
に
規
定
す
る
職
員
と
な
つ
た
日
か
ら
そ
の
超
え
る

こ
と
と
な
る

に
満
た
な
い
期
間
が
あ
る
と

期
間
を
一
年
と
し
て
算
定
し
た

に

相
当
す
る
期
間
初
任
給
調
整
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
た

 

   

２ 

初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
が
次
の



が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け

る
当
該
職
員
に
対
す
る
別
表
第
一
の
適
用
に
つ
い
て

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間

同
表
の
期
間
の
区

分
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
算
入

 

一 

休
職
に
さ
れ
た
場
合 

そ
の
休
職
の

法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
教
育
公
務
員
特
例
法

の
規
定
に
よ
り
給
与
の
全
額
を
支
給
さ
れ
る
休
職
の

期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る

 

   

 
 

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
当
該

職
員
に
対
す
る
別
表
第
一
の
適
用

当
該

各
号
に
定
め
る
期
間

同
表
の
期
間
の
区
分
欄
に
掲

げ
る
期
間
に
算
入

 

一 

休
職
に
さ
れ
た
場
合 

そ
の
休
職
の

法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
教
育
公
務
員
特
例
法

の
規
定
に
よ
り
給
与
の
全
額
を
支
給
さ
れ
る
休
職
の

期
間
を
含
ま
な
い
も
の

規
則
一
八―

員
の
国
際
機
関
等
へ
の

の
職

員
に
あ
つ
て

休
職
の
期
間
に
引
き
続
く
派
遣
の

期
間
を
含
む
も
の
と
す
る

 

 
 



３ 

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
る
職
員
の

採
用
に
よ
る
当
該
官
職
の
欠
員
の
補
充
に
つ
い

て
そ
の
困
難
の
程
度
等
を
考
慮
し
て
人
事
院
が
定
め
る

職
員
に
支
給
す
る
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期

間
及
び
月
額

第
一
項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら

同
項
前
段
に
規
定
す
る
支
給
期
間
及
び
月
額
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

 

４ 

第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
同
項
後
段
の

規
定
の
適
用
に
よ
り
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額

が
別
表
第
一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と

職

員
で
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い

て
各
庁
の

そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含

３ 

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
る
職
員
の

採
用
に
よ
る
当
該
官
職
の
欠
員
の
補
充
に
つ
い

て
そ
の
困
難
の
程
度
等
を
考
慮
し
て
人
事
院
が
定
め
る

職
員
に
支
給
す
る
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び

月
額

第
一
項
前
段
の
規
定

同
項

前
段
に
規
定
す
る
支
給
期
間
及
び
月
額
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
人
事
院
が
別
に
定

 

 

４ 

第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
同
項
後
段
の

規
定
の
適
用
に
よ
り
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
が
別
表

第
一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
特

別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
各
庁

の

そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含



あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
た
場
合
の
当
該
職
員

に
支
給
す
る
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及

び
月
額

同
項
の
規
定

人
事
院
が

別
に
定

 

第
七
条 

第
三
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
四
条

に
規
定
す
る
職
員
と

に
規
定
す
る

職
員
を
除

職
員
と

日
前
に
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た

こ
と
の
あ
る
者
で
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
に
既
に
第
一
種
初
任
給

調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
期
間
に
相
当
す
る
期
間

を
加
え
た
期
間
が
三
十
五
年
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
も

の
に
係
る
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び

じ
め
人
事
院
の
承
認
を
得
た
場
合
の
当
該
職
員
に
支
給

す
る
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
月
額

同

項
の
規
定

人
事
院
が
別
に
定
め
る
と

 

第
七
条 

第
三
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
四
条

に
規
定
す
る
職
員
と
な
つ
た

に
規
定
す
る

職
員
を
除

職
員
と
な
つ
た

日
前
に
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
の

あ
る
者
で
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
初
任
給
調
整
手

当
の
支
給
期
間
に
既
に
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ

て
い
た
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
加
え
た
期
間
が
三
十

五
年
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
係
る
初
任
給
調
整

手
当
の
支
給
期
間
及
び
支
給
額

同
項
の
規
定
に
よ



支
給
額

同
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
期
間

そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間
第
一

種
初
任
給
調
整
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た

場
合
に
お
け
る
期
間
及
び
額

 

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
支
給

 

第
七
条
の
二 

 

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
の

 

第
八
条 

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る

職
員
が
次
に
掲
げ
る
異
動
を
し
た
場
合

第
四
条

第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
る
場
合
を
除

当
該
異

動
の
日
か
ら
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
は
支
給
し
な

る
支
給
期
間

超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間

に
相
当
す
る
期
間
初
任
給
調
整
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い

た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
期
間
及
び
額

 

 

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

の
支
給
期
間
及
び

 

 

第
七
条
の
二 

 

支
給
の

 

第
八
条 

初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
が

次
に
掲
げ
る
異
動
を
し
た
場
合

第
四
条
第
二
号

に
掲
げ
る
職
員
と
な
る
場
合
を
除

当
該
異
動
の
日

か
ら
初
任
給
調
整
手
当
は
支
給

 



 

一
・
二 

 
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
要
件
の
改
正
の
場

合
の

 

第
九
条 

第
二
条
に
規
定
す
る
官
職
又
は
第
三
条
に
規
定

す
る
職
員
の
要
件
が
改
正
さ
れ
た
場
合

当

該
改
正
の

こ
の
条

改
正
の

前
日
か
ら
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
職

員

改
正
の
日
前
に
改
正
の
日
に
お
け
る
規
定

が
適
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
第
一
種
初
任

給
調
整
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
職
員
で
そ
の

者
の
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
経
過

期
間
が
改
正
の
日
の
前
日
ま
で
に
満
了
し
な
い
こ
と
と

 

一
・
二 

 

支
給
要
件
の
改
正
の
場
合
の

 

 

第
九
条 

第
二
条
に
規
定
す
る
官
職
又
は
第
三
条
に
規
定

す
る
職
員
の
要
件
が
改
正
さ
れ
た
場
合

当

該
改
正
の

こ
の
条

改
正
の

前
日
か
ら
引
き
続
き
在
職
し
て
い
る
職

員

改
正
の
日
前
に
改
正
の
日
に
お
け
る
規
定

が
適
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
初
任
給
調
整

手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
職
員
で
そ
の
者
の
初

任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
経
過
期
間
が
改
正
の

日
の
前
日
ま
で
に
満
了
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ



改
正
の

の

定

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を

支
給

 

第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
特
定
額
に
関
し
て
人
事

院
規
則
で
定
め
る
職
員
及
び
額

 

第
十
条 

給
与
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
職
員

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

当

該
職
員
の
特
定
額

に
規
定

を

以
下
同

の
算
定
の
基
礎
と
な
る
額
と
し

て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
額

当
該
各
号
に
掲
げ
る

職
員
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額

 

一 

法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再

改
正
の

の
定
め
る
と
こ
ろ

初
任
給
調
整
手
当
を
支
給

 

   

 

       



 

当
該
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
に
適
用
さ
れ
る
俸
給
表
の
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
俸

給
月
額
の

給
与
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
属
す

る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額 

二 

給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職

員 

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
俸
給
表
の
俸
給
月
額

給
与
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び
に

び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

職
員
の
受
け
る
号
俸
に
応
じ
た
額
に
百
分
の
七
十
を

乗
じ
て
得
た

五
十
円
未
満
の
端
数

             



を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨

五
十
円
以
上

百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に

切
り
上

 

の

 

第
十
一
条 

給
与
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
在
勤
す
る
地

域
に
お
け
る
民
間
の
賃
金
の
最
低
基
準
を
考
慮
し
て
人

事
院
規
則
で
定
め
る
額

職
員
の
在
勤
す
る
地
域
に

応
じ
た
別
表
第
三
に
掲
げ
る
額

 

の
支
給
期
間
の

 

第
十
二
条 

給
与
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
人
事
院
規
則

で
定
め
る
日

特
定
額
が
基
準
額

に
規
定
す

以
下
同

以
上

た
日
の
前
日

 

    

 

    

 

   



の

 
第
十
三
条 

給
与
法
第
十
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額

基
準
額
と
特
定

額
と
の
差
額
に
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
乗

の
額
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額

そ
の
額
に
百
円
未
満

の
端
数
を
生

百
円
に
切
り
上
げ

た
額

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

は
当
該
額
に
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を

育
児
短
時

間
勤
務
職
員
等

当
該
額
に
育
児
休
業
法
第

十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法

 

 

           



第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数
を

任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に

当
該
額
に
育
児
休
業
法
第
二
十
五
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務

時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得

た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額

額
に
一

円
未
満
の
端
数

そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
額

 の
権
衡
職
員
の

 

第
十
四
条 

給
与
法
第
十
条
の
五
第
三
項
の
人
事
院
規
則

で
定
め
る
職
員

当
該
職
員
を
新
た
に
採
用
さ
れ
た

           

 

 



職
員
と
み
な
し
て
同
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
と

し
た
な
ら
ば
同
項
に
規
定
す
る
特
定
額
と
し
て
算
定
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
額

こ
の
条

権
衡

が
基
準
額
を
下
回
る
職
員

 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当

の
支
給
期
間

同
項
に
規
定
す
る
職
員

日

か
ら
権
衡
職
員
特
定
額
が
基
準
額
以
上

日
の

前
日

 

３ 

前
条
の
規
定

第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
の
第
二

種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
に
つ
い
て
準
用

こ

の
場
合

と
あ
る
の

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

             



 

 

第
十
五
条 

 

 

 

第
十
条 

 
 

 

 
 

 





別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加

 



別表第三（第十一条関係）
職員の在勤する地域 基準額

円
北海道 1,075
青森県 1,029
岩手県 1,031
宮城県 1,038
秋田県 1,031
山形県 1,032
福島県 1,033
茨城県 1,074
栃木県 1,068
群馬県 1,063
埼玉県 1,141
千葉県 1,140
東京都 1,226
神奈川県 1,225
新潟県 1,050
富山県 1,062
石川県 1,054
福井県 1,053
山梨県 1,052
長野県 1,061
岐阜県 1,065
静岡県 1,097
愛知県 1,140
三重県 1,087
滋賀県 1,080
京都府 1,122
大阪府 1,177
兵庫県 1,116
奈良県 1,051
和歌山県 1,045
鳥取県 1,030
島根県 1,033
岡山県 1,047
広島県 1,085
山口県 1,043
徳島県 1,046
香川県 1,036
愛媛県 1,033
高知県 1,023
福岡県 1,057
佐賀県 1,030
長崎県 1,031
熊本県 1,034
大分県 1,035
宮崎県 1,023
鹿児島県 1,026
沖縄県 1,023



附 

則 

 

第
一
条 

こ
の
規
則

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

暫
定
再
任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置

 

第
二
条 

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

令
和
三
年
改
正

附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員

法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

と
い
う

規
則

に
よ
る
改
正
後
の
規
則
九―

三
四

改
正
後
の

第
十
条
の
規
定
を
適
用

 

第
三
条 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員

改
正
後
の
規
則
第
十
三
条

改
正
後
の
規
則
第
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

の
規
定
を
適
用

 

一―

三
四
の

 

第
四
条 

人
事
院
規
則
一―

の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の

の
一
部
を
次
の



よ
う
に
改
正

 

 
 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改

 
 



改

正

後

改

正

前

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

別
表

人
事
管
理
文
書
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
（
第

三
条
、
第
四
条
関
係
）

三
条
、
第
四
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

給
与

二

給
与

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

人
事
管
理
文
書
の
区
分

人
事
管
理
文
書
の
例

保
存
期
間

保
存
期
間

満
了
時
の

満
了
時
の

措
置

措
置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

規
則
九
―

第
六
条
第
四
項
の

第
一
種
初
任
給
調
整

承
認
の
効

廃
棄

規
則
九
―

第
六
条
第
四
項
の

初
任
給
調
整
手
当
の

承
認
の
効

廃
棄

三
四
（
初

承
認
に
関
す
る
文

手
当
の
支
給
期
間
及

力
が
失
わ

三
四
（
初

承
認
に
関
す
る
文

支
給
期
間
及
び
月
額

力
が
失
わ

任
給
調
整

書

び
月
額
に
係
る
承
認

れ
る
日
に

任
給
調
整

書

に
係
る
承
認
の
文
書

れ
る
日
に

手
当
）

の
文
書

係
る
特
定

手
当
）

係
る
特
定

当
該
承
認
の
申
請
の

日
以
後
五

当
該
承
認
の
申
請
の

日
以
後
五

文
書

年

文
書

年

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

三
～
二
十

（
略
）

備
考

備
考

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）



 

九―

五
の

 
第
五
条 
人
事
院
規
則
九―

五

給
与
簿

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
a
 

 

 

第
五
条 

 

第
六
条 

職
員
別
給
与
簿

各
給
与
期
間
に
つ
き

そ
の
他
の
給
与
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る

給
与
以
外
の
給
与

支
給
の

第
十
二
条
に
お
い
て
同

次
に
掲
げ
る
事
項
を
給

与
事
務
担
当
者
が
記
録

 

一 

の

 

第
五
条 

 

第
六
条 

職
員
別
給
与
簿

各
給
与
期
間
に
つ
き

そ
の
他
の
給
与
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る

給
与
以
外
の
給
与

支
給
の

第
十
二
条
に
お
い
て
同

次
に
掲
げ
る
事
項
を
給

与
事
務
担
当
者
が
記
録

 

一 

の



当
及
び
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当

専

門十
四
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含

超
過
勤そ

の
他
の
給
与
の
支
給
額 

二
・
三 

 

初
任
給
調
整
手
当

職
調
整

の
規
定
に
よ
る

手
当
を
含

そ
の
他
の
給
与
の
支
給

額 

 

二
・
三 

 
 

 

九―

七
の

 

第
六
条 

人
事
院
規
則
九―

七

の

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 



 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
a
 

 

研
究
員
調
整
手
当
及
び
特
地
勤
務
手
当
の

 

第
七
条
の
二 

手
当
及
び
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当

第
十
三

条
に
お
い
て
同

び

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含

俸
給

の
支
給
方
法
に
準
じ
て
支
給

 
研
究
員
調
整
手
当
及
び
特
地
勤
務
手
当
の

 

第
七
条
の
二 

初
任
給
調
整
手
当

び

与
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含

俸
給
の
支
給
方
法
に
準
じ
て
支
給

 

九―

一
二
二
の

 

第
七
条 

人
事
院
規
則
九―

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 



 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
a
 

 

第
十
条
の
六
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め

る

 

第
二
条 

給
与
法
第
十
条
の
六
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
業
務

次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務

が
定
め
る
も
の
に
限

 

一
・
二 

 

 

第
三
条 

給
与
法
第
十
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
専

門

職
調
整
手
当
の
月
額
に
一
円
未
満
の
端
数

端
数
を
切
り
捨
て
た
額

第
十
条
の
五
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め

る

 

第
二
条 

給
与
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
業
務

次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
業
務

が
定
め
る
も
の
に
限

 

一
・
二 

 

 

第
三
条 

給
与
法
第
十
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
専

門

職
調
整
手
当
の
月
額
に
一
円
未
満
の
端
数

端
数
を
切
り
捨
て
た
額



て
当
該
専
門

職
調
整
手
当
の
月
額

 

て
当
該
専
門

職
調
整
手
当
の
月
額

 
 

 

 


